
 
令和５年８月３１日 

令和６年度の財政投融資計画要求書 

（機関名：株式会社日本政策金融公庫（中小企業者向け業務）（総括）） 

１．令和６年度の財政投融資計画要求額 

(単位：億円、％)

金額 伸率

(1)財政融資 14,000 19,000 △5,000 △ 26.3

(2)産業投資 1,024 240 784 326.7

うち 出　資 1,024 240 784 326.7

うち 融　資 － － － －

(3)政府保証 － － － －

うち 国内債 － － － －

うち 外　債 － － － －

うち 外貨借入金 － － － －

15,024 19,240 △4,216 △ 21.9

対前年度比

合　　　計

区　　分
令和６年度
要   求   額

令和５年度
計   画   額

 

 

２．財政投融資計画残高 

（単位：億円、％）

金額 伸率

(1)財政融資 63,542 56,934 6,607 11.6

(2)産業投資 7,410 6,436 974 15.1

うち 出　資 7,372 6,348 1,024 16.1

うち 融　資 38 88 △50 △56.9

(3)政府保証 1,350 1,550 △200 △12.9

うち 国内債 1,350 1,550 △200 △12.9

うち 外　債 － － － －

うち 外貨借入金 － － － －

72,301 64,920 7,381 11.4

対前年度比

合　　　計

区　　分
令和６年度末
残高（見込）

令和５年度末
残高（見込）

 



３．事業計画及び資金計画 

事業計画 （単位：億円）

23,800 27,900 △4,100

23,100 27,400 △4,300

700 500 200

令和６年度
要   求   額

令和５年度
計   画   額

増　減

事業計画の合計額

（内訳）

証券化

公庫貸付

区　　分

 

資金計画 （単位：億円）

23,384 27,608 △4,225

15,024 19,240 △4,216

財政融資 14,000 19,000 △5,000

産業投資 1,024 240 784

政府保証 － － －

8,360 8,368 △9

一般会計補給金 149 143 6

東日本大震災復興特別会計出資金 0 1 △0

エネルギー対策特別会計補給金 0 0 △0

財投機関債 1,000 1,000 －

貸付回収金 14,989 15,336 △347

借入金等償還 △8,443 △8,808 365

その他 664 696 △32

自己資金等

区　　分
令和６年度
要   求   額

令和５年度
計   画   額

増　減

事業計画実施に必要な資金の合計額

（財源）
財政投融資

 



 
令和５年８月３１日 

令和６年度の財政投融資計画要求書 

（機関名：株式会社日本政策金融公庫（中小企業者向け業務）（融資・証券化支援保証業務）） 

１．令和６年度の財政投融資計画要求額

（単位：億円、％）

金額 伸率

(1)財政融資 14,000 19,000 △5,000 △26.3

(2)産業投資 1,024 240 784 326.7

うち 出　資 1,024 240 784 326.7

うち 融　資 － － － －

(3)政府保証 － － － －

うち 国内債 － － － －

うち 外　債 － － － －

うち 外貨借入金 － － － －

15,024 19,240 △4,216 △21.9

対前年度比

合　　　計

区　　分
令和６年度
要   求   額

令和５年度
計   画   額

 

 

２．財政投融資計画残高 

（単位：億円、％）

金額 伸率

(1)財政融資 63,542 56,934 6,607 11.6

(2)産業投資 7,165 6,191 974 15.7

うち 出　資 7,127 6,103 1,024 16.8

うち 融　資 38 88 △50 △56.9

(3)政府保証 1,350 1,550 △200 △12.9

うち 国内債 1,350 1,550 △200 △12.9

うち 外　債 － － － －

うち 外貨借入金 － － － －

72,057 64,675 7,381 11.4

対前年度比

合　　　計

区　　分
令和６年度末
残高（見込）

令和５年度末
残高（見込）



３．事業計画及び資金計画 

事業計画 （単位：億円）

23,100 27,400 △4,300

（内訳）
23,100 27,400 △4,300

令和６年度
要   求   額

令和５年度
計   画   額

増　減

事業計画の合計額

公庫貸付

区　　分

 

 

資金計画 （単位：億円）

23,100 27,400 △4,300

15,024 19,240 △4,216

財政融資 14,000 19,000 △5,000

産業投資 1,024 240 784

政府保証 － － －

8,076 8,160 △84

一般会計補給金 149 143 6

東日本大震災復興特別会計出資金 0 1 △0

エネルギー対策特別会計補給金 0 0 △0

財投機関債 732 806 △74

貸付回収金 14,989 15,336 △347

借入金等償還 △8,443 △8,750 307

その他 649 624 25

自己資金等

区　　分
令和６年度
要   求   額

令和５年度
計   画   額

増　減

事業計画実施に必要な資金の合計額

（財源）
財政投融資

 

 

 

 

 



財政投融資を要求するに当たっての基本的考え方 

 （機関名：株式会社日本政策金融公庫（中小企業者向け業務）（融資・証券化支援保証業務）） 

 

＜官民の役割分担・リスク分担＞ 

１．政策目的の実現に必要な範囲内で、金融・資本市場に関与するに際し、官民の適
切な役割分担がなされているか。 

 

公庫は、株式会社日本政策金融公庫法に従い、民間金融機関の補完を旨としつつ、
中小企業者の行う事業の振興に必要な資金であって、特定の中小企業者を対象とし、
かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金と

して主務大臣が定めるものを供給している。 
 

（１）平時における公的金融機能 

（イ）民間金融機関では対応困難な長期固定金利資金の安定供給 
民間金融機関では、資金調達面の制約等から短期貸付が主体であるのに対し、

公庫は、５年超の貸付が約７割を占め、民間金融機関の対応が困難な部分を補完
し、中小企業者の長期資金ニーズに応えている。 
 

（ロ）セーフティネット機能の発揮 

事業環境の変化等によって、一時的に業況が悪化している中小企業者は、中長
期的には業況が回復し、かつ発展することが見込まれるといった場合でも、情報
の非対称性により、民間金融機関から円滑な資金調達を行えない恐れがある。 
公庫は、かかる中小企業者に対して、事業見通し等を精査すること等を通じて、

長期資金を安定的に供給し、セーフティネット機能を発揮している。 
 

（ハ）政策性の高い貸付の実施 
公庫は、新事業、事業再生・事業承継、海外展開、セーフティネットなどの分

野や地域経済の活性化、環境対策、災害対策、雇用確保に貢献する設備投資の喚
起など、政策性が高く、民間金融機関だけでは不十分な分野に対し、資金供給を
行うことで政策誘導を行っている。 

さらに、公庫は貸付毎に貸付限度を定めており、民間金融機関と協調するよう
努めている。 
 

（２）危機時における公的金融機能 
 

新型コロナウイルス感染症に係る貸付、東日本大震災や令和２年７月豪雨等の
大規模災害時における災害復旧貸付や、大型倒産等の緊急時におけるセーフティ
ネット貸付を着実に実行することで、復興支援機能やセーフティネット機能を発
揮している。 
 

 
 
 
 



 
２．官民が適切にリスク分担し、民間企業のモラルハザードを防止しつつ、適度な支援
を行っているか。 

 

中小企業者は大企業に比べて担保力・信用力に劣っており、公庫は、民間金融機
関では供給困難な長期固定金利資金の安定的な供給を行う必要がある。特に、事業
環境の変化等によって、一時的に業況が悪化している中小企業者は、中長期的には
業況が回復し、かつ発展することが見込まれるといった場合でも、民間金融機関か
ら円滑な資金調達を行えない恐れがある。このような中小企業者に対して円滑な資
金供給を行うことで、中小企業者の負うリスクの一部を負担している。 
また、新たな事業展開を行うが、民間金融機関から融資を受けることが難しい企

業に対する資金の供給を行うといった政策的役割を遂行し、中小企業者が負うリス

クを負担している。例えば、独創性に富んだ新事業に取り組む場合、海外の成長を
取込み事業の発展を図るため海外展開を行う場合等には、事業に伴う中小企業者の
負うリスクは大きいため、公庫がこれらの企業に対して長期固定金利の資金を安定
的に供給することで、中小企業者のリスクテイクを補完している。 
他方、公庫は貸付に当たって、十分な審査を行い、申込先の事業見通し等を精査

し、必要に応じて債権保全に必要な担保を徴求するとともに、貸付後においても借
入先の業況把握に努め、経営課題に対して指導・助言を行い、公庫への償還が確実
になるように努めている。 

従って、中小企業者と公庫とで適切にリスクを分担しており、モラルハザードを
防止しつつ、適切な支援を行っているものである。 

 

＜対象事業の重点化・効率化＞ 

３．「民間にできることは民間に委ねる」という民業補完性を確保する観点から、対
象事業の重点化や効率化をどのように図っているか。 

 
公庫においては、これまでも「財政投融資改革の総点検」及び「今後の財政投融

資の在り方について」等における指摘を踏まえ、リスクに見合った金利の設定の拡
充や特別貸付制度の整理・統合、特別利率の適用範囲の見直し等に積極的に取り組
んできたところである。 
具体的には、平成１７年度及び平成１８年度において、基準利率について調達コ

ストに見合った金利体系への見直しを図ったほか、無担保又は担保不足の貸付を行
う場合に個別中小企業者の信用リスクに応じた上乗せ金利を導入する等、リスクに

見合った金利設定に努め、さらに平成２０年度には事業基盤の維持・強化を図りつ
つ、担保に過度に依存しない融資を推進するため、リスク対応金利を導入するなど
の金利体系の見直しを行っている。また、特別貸付制度については、主務省におい
て順次整理・統合が進められており、特別利率の適用範囲についても見直しが行わ
れている。なお、一般貸付については、量的補完の分野から撤退するとの指摘等を
踏まえ、平成２０年１０月に廃止となった。 
令和６年度の貸付規模については、民業補完の徹底と政策性の発揮の観点を踏ま

え、中小企業者の資金調達に支障の来すことのないように配慮しつつ、 
２兆３，１００億円を要求することとしている。 

 
 
 
 
 



 

＜財投計画の運用状況等の反映＞ 
４．財投編成におけるＰＤＣＡサイクルを強化する観点から、財投計画の運用状況を
財政投融資の要求内容にどのように反映しているか。 

 
令和４年度については、中小企業者の資金繰り支援、スタートアップ・事業再生

や働き方改革に資する生産性向上の取組等の支援を重点的に行うとともに、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により経営状態が悪化した中小企業者等の経営安定等を
図るため、必要とする資金需要に的確に対応すべく、貸付規模３兆３，７００億円、
財政投融資規模１兆１，９６９億円（うち財政融資１兆１，８００億円）を確保し
た。 
結果として、令和４年度貸付実績は１兆３，４３７億円となったこと等から、財

政投融資は１，１２４億円(うち財政融資１，１２４億円）の執行となり、１兆８４
５億円（うち財政融資１兆６７６億円）の運用残が生じた。 
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により業況悪化を来している中小企業

者への資金繰り支援を行うなど、セーフティネット機能を的確に発揮するとともに、
スタートアップ、事業再生・事業承継、海外展開の分野における支援や民間金融機
関との連携強化に取り組むなど、民業補完の徹底と政策性の発揮はできたものと評
価している。 
令和６年度の貸付規模については、民業補完の徹底と政策性の発揮の観点を踏ま

え、近年の実績や中小企業者の景況等を勘案しつつ、中小企業者の資金調達に困難
が生じないよう適正な貸付規模を確保すべく、２兆３，１００億円を要求すること
としている。 

令和６年度の財政投融資の要求額は、自己資金を精査した結果を踏まえ、１兆５，
０２４億円の要求としている。 

 

（参考：過去３カ年の財政投融資の運用残額） 

               ２年度          ３年度      ４年度 

   運用残額 ８兆５，４５８億円  ４兆４，０８６億円  １兆８４５億円 

      運用残率       ６９．８％      ８９．３％    ９０．６％ 

(別紙２)[産業投資を要求する機関] （注）「運用残率」は、改定後現額（改定後計画＋前年度繰越）に対する運用残額の割合（％）。 



産 業 投 資 に つ い て 

 （機関名：株式会社日本政策金融公庫（中小企業者向け業務）（融資・証券化支援保証業務）） 

 
１．産投事業の内容 
 
（１）具体的な事業内容 

創業や新事業への取組み、企業再生等の局面にある中小企業者は、概してキャッ
シュフロー不足や自己資本の脆弱性等の理由により、民間金融機関からの資金調達
が困難となっていることが多い。 

このため、金融機関による資産査定上自己資本と看做しうる資金を公庫から供給す
ることにより、当該中小企業者の財務体質を強化し、それを呼び水として民間金融
機関からの資金調達を可能とするべく、「挑戦支援資本強化特例制度」が平成２０
年度に創設されたところである。 
本制度は、「イ.長期にわたって元本の償還がない」、「ロ.法的倒産時において

償還順位が他の全ての債権に劣後する」という制度設計としているため、公庫は通

常の融資制度に比べてデフォルト時において高いリスクを負うことになる一方、 
「ハ.決算毎の税引後当期純利益に応じて支払利率が変動する成功払い金利型（劣後
ローン利率）」を導入することにより、貸付先の業績が好調に推移した場合は、通
常の融資よりも高いリターンを得ることが出来る。そのため、制度創設以来、本制
度の貸付原資については、財政投融資特別会計（投資勘定）による出資で手当てし

てきている。 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、資本性ローンの意義や制度の周

知が格段に図られたため、中小企業者の財務基盤強化という政策目的を明確にし、
事業者のニーズにより一層きめ細かく対応していく必要があることから、令和４年
度からは貸付限度額の拡充等を行い、「挑戦支援資本強化特別貸付」へと見直した
ところである。  
令和６年度においても、引き続き創業や新事業展開、経営再建等に取り組む中小

企業者等への支援を講じるべく、財政投融資特別会計（投資勘定）による出資を要
求するものである。 

 
 （２）必要とする金額の考え方 

出資の金額としては、貸付原資として、融資実績、貸付条件の拡充、公庫におけ
る対応可能な事業規模、並びに資本性資金のニーズに万全を期すこと等を勘案し、
１，０２４億円（令和６年度事業規模３，６００億円の６０％となる２，１６０億
円から、既存の産投出資金の再活用分１，１３６億円（令和５年６月までの償還）
を控除）を見込んでいる。 

 
 （３）見込まれる収益 

本制度では、成功要件の達成度合いにより想定よりも低い場合はリターンが減少
するが、逆に想定よりも高い場合であれば、より多くのリターンを期待できるスキ
ームとなっている。 

 

 （４）民間資金の動員の蓋然性 
本制度は、金融機関による資産査定上自己資本と看做しうる資金を供給し、当該

中小企業者の財務体質を強化することにより、民間金融機関からの資金調達を円滑



化することを目的としており、民間金融機関に対する呼び水効果が特に高い制度と

なっている。 
 
２．リスク管理体制 
 

貸付に当たっては申し込み先が事業計画書を作成することを必須とし、計画の実
現可能性等について十分な審査を行うことにより、償還見通しを十分に見極めてい
る。また、貸付契約において財務諸表の真実性等に関する表明保証義務や通常融資
以上の報告義務を課すなどの特約を締結することにより、融資実行後も適切なモニ
タリングを継続する仕組みとなっている。 
また、融資後に２期又は３期連続で成功判定区分がＢ（税引後当期純利益が赤字）

となった先に対しては、公庫からの経営改善指導の受け入れ及び適切な経営改善計

画書策定を義務付ける等しており、適切な債権管理が制度上確保される仕組みとな
っている。 

 

  



財 投 機 関 債 に つ い て                    

 （機関名：株式会社日本政策金融公庫（中小企業者向け業務）（融資・証券化支援保証業務）） 

 

１．令和６年度における財投機関債の発行内容 

 
一般担保付の債権（コーポレート型）の財投機関債７３２億円（証券化支援買取

業務における発行予定額と合計して１，０００億円）の発行を予定。 
 
（参考）令和５年度における財投機関債の発行内容 

一般担保付の債権（コーポレート型）の財投機関債８０６億円（証券化支援買取
業務における発行予定額と合計して１,０００億円）の発行を予定。 

 

２．要求の考え方 

 

令和５年度と同様、安定低利調達実現の観点から、一般担保付の債券（コーポ

レート型）の発行を前提に、格付の維持、ディスクロージャー、ＩＲ活動等を通
じて広く市場からの信認を得られるよう努め、財投機関債の円滑な発行を期する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



成長戦略等に盛り込まれた事項について 

（機関名：株式会社日本政策金融公庫（中小企業者向け業務）（融資・証券化支援保証業務）） 

 
「経済財政運営と改革の基本方針２０２３」及び「新しい資本主義のグランドデザ
イン及び実行計画2023改訂版」及び「デジタル田園都市国家構想（基本方針・総合
戦略・当面の重点検討課題）」に盛り込まれた事項に関する要求内容 

 

 ・「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」に盛り込まれた
「創業したスタートアップの成長」の推進を図るため、「スタートアップ支援資

金」を拡充（貸付限度額の拡充） 
 ・「経済財政運営と改革の基本方針２０２３」に盛り込まれた「Ｍ＆Ａ」の推進を

図るため、「事業承継・集約・活性化支援資金」を拡充（貸付限度額の拡充、「事
業の承継・集約をされる者」を貸付対象に追加） 

 ・「経済財政運営と改革の基本方針２０２３」に盛り込まれた「持続的で構造的な
賃上げ」の推進を図るため、「賃上げ貸付利率特例制度」を新設（「賃上げに取

り組む者」の貸付利率を引下げ） 
 
【参考１】新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画２０２３改訂版 
 
Ⅴ．企業の参入・退出の円滑化とスタートアップ育成５か年計画の推進 

２．スタートアップ育成５か年計画の推進 
（２）目標 

    ・創業の「数」（開業数）のみではなく、創業したスタートアップの成長すな 
わち「規模の拡大」にも、着目することが重要である。そこで、創業の絶対 
数と、創業したスタートアップの規模の拡大を包含する指標として、スター 
トアップへの投資額に着目する。 

 
【参考２】経済財政運営と改革の基本方針２０２３ 
 
第２章 新しい資本主義の加速 
１．三位一体の労働市場改革による構造的賃上げの実現と「人への投資」の強化、 

分厚い中間層の形成 
「成長と分配の好循環」と「賃金と物価の好循環」の実現の鍵を握るのが賃 

   上げであり、これまで積み上げてきた経済成長の土台の上に、構造的な人手不 
   足への対応を図りながら、人への投資を強化し、労働市場改革を進めることに 
   より、物価高に打ち勝つ持続的で構造的な賃上げを実現する。 
 

５．地域・中小企業の活性化 
（中堅・中小企業の活力向上） 

    ・地域経済を支える中堅・中小企業の活力を向上させ、良質な雇用の創出や経
済の底上げを図る。このため、成長力のある中堅企業の振興や売上高100億円
以上の企業など中堅企業への成長を目指す中小企業の振興を行うため、予算

税制等により、集中支援を行う。 
 
 



財政投融資の要求に伴う政策評価（基本的事項） 

 （機関名：株式会社日本政策金融公庫（中小企業者向け業務）（融資・証券化支援保証業務）） 

 
１．政策的必要性 
 

公庫は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、中小企業者
の行う事業の振興に必要な資金であって、特定の中小企業者を対象とし、かつ、
中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として
主務大臣が定めるものを供給しており（株式会社日本政策金融公庫法第１条、第

１１条第１項、別表第１第１４号）、政策的緊要性の高いものについて、その政
策実行を金融面から支援している。 

政策目的に従って中小企業者の資金ニーズに的確に応えるためには、豊富な資
金量を確保する必要があるほか、公庫は、工場建設等の比較的多額な設備投資資
金等を長期で供給し、中小企業者が抱える様々な経営課題に対して、数多くの中
小企業者との接触により蓄積した経験・ノウハウに基づき指導・助言を行うこと

を通して、中小企業者が課題を解決しながら成長していく過程を支援しているこ
とから、補助金等ではなく、公的金融（融資）という形態での支援が最も適して
いる。 

 
２．民業補完性 

 
公庫は、株式会社日本政策金融公庫法に従い、中小企業者の行う事業の振興に

必要な資金であって、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重
要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定める
ものを供給している。 

 
（１）民間金融機関との関係 

公庫は、民間金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、次のような分
野で中小企業者の資金調達を支援するための金融機能を担っている。 

 
イ 平時における公的金融機能 

（イ）長期固定金利資金の安定供給 
公庫は、長期資金を専門に取り扱っており、融資の約７割が期間５年超の長

期固定金利となっている等、中小企業者の長期資金ニーズに応えている。 
 

（ロ）セーフティネット機能の発揮 
事業環境の変化等によって、一時的に業況が悪化している中小企業者は、中

長期的には業況が回復し、かつ発展することが見込まれるといった場合でも、
情報の非対称性により、円滑な資金調達を行えない恐れがある。 

公庫は、かかる中小企業者に対して、事業見通し等を精査し、経営課題に対
して指導・助言を行うこと等を通じて、長期資金を安定的に供給し、セーフテ
ィネット機能を発揮している。 

 
（ハ）政策性の高い貸付の実施 

公庫は、スタートアップ・新事業、事業再生、事業承継、海外展開、DXの推



進及び脱炭素化などの環境・エネルギー対策等の成長分野や地域活性化、災害

対策、雇用確保に貢献する設備投資の喚起など、国の重要な政策に基づき、リ
スクテイク機能を適切に発揮することで政策誘導を行なっている。 

さらに、公庫は貸付毎に貸付限度を定めており、個別案件においても民間金
融機関と連携するよう努めている。 

 
ロ 危機時における公的金融機能 

新型コロナウイルス感染症、東日本大震災、令和２年７月豪雨等の大規模災
害時、国際的な金融不安や物価高騰等が中小企業者に悪影響を与えている危機
時において、中小企業者に対しタイムリーかつ円滑に資金を供給することで、
復興支援機能やセーフティネット機能を発揮している。 

 

（２）地方公共団体が実施する事業との関係 
地方公共団体の制度融資は、当該地域の経済・産業（業種）構造等を背景とし

て、地域特性を色濃く反映した「地域限定」のものであるのに対して、公庫の制
度融資は国として幅広く推進すべき経済・産業政策に基づいたものとなってお
り、公庫は、国の中小企業政策を金融面から推進するため、セーフティネットや
成長分野において、重点的に長期資金を供給している。 

また、長年にわたり培った審査力、全国６．２万社の顧客データベースに基づ
く豊富な情報を活かし、中小企業者が発展していくために必要な情報の提供や経
営に関するアドバイスを継続的に行っている。 

 
３．有効性 

 
公庫は、業務運営計画の中で、セーフティネット機能の発揮、資金の安定供給、

民間金融機関との連携、成長分野等への重点的な支援等を事業目標として掲げて
いる。当該事業を行うことにより得られた政策効果については、外部の有識者を
メンバーとした評価・審査委員会にて、毎年度評価を受けている。 

 
４．その他 
 

  公庫は、貸付に当たって十分な審査を行い、申込先の事業見通し等を精査し、必
要に応じて債権保全に必要な担保を徴求するとともに、貸付後においても借入先の
業況把握に努め、経営課題に対して指導・助言を行い、公庫への償還が確実になる

ように努めている。 
産業投資については、貸付に当たって、申込先が事業計画書を作成することを必

須とし、計画の実現可能性等について十分な審査を行うことにより、償還見通しを
十分に見極めている。また、貸付契約において財務諸表の真実性等に関する表明保
証義務や通常融資以上の報告義務を課すなどの特約を締結することにより、融資実
行後も適切なモニタリングを継続する仕組みとなっている。 

また、融資後に２期又は３期連続で成功判定区分がＢ（税引後当期純利益が赤字）
となった先に対しては、公庫からの経営改善指導の受け入れ及び適切な経営改善計
画書策定を義務付ける等しており、適切な債権管理が制度上確保される仕組みとな
っている。 

 

 



４ 年 度 決 算 に 対 す る 評 価 

 （機関名：株式会社日本政策金融公庫（中小企業者向け業務）（融資・証券化支援保証業務）） 

 
１．決算についての総合的な評価 
 

損益計算書においては、４年度は、セーフティネット需要等に対応した結果、資
金運用収益５４１億円の計上等により経常収益は６７３億円となった。 

一方、資本性ローンの残高増加等に伴う貸倒引当金繰入額７５１億円の計上等に
より経常費用は１，１５５億円となった。 

この結果、特別損失を含めた当期純損失は４８２億円となった。 
貸借対照表においては、貸付金が回収金等を下回ったことにより、貸出金残高

は８６７億円減少した。当期末の純資産は出資金６６３億円を受入れたこと、当期
純損失４８２億円を計上したことにより、３兆３，０４４億円となった。 

なお、同勘定においてはセーフティネット貸付及び新型コロナウイルス感染症
特別貸付等により、厳しい経営環境にある中小企業者への資金繰り支援を行って

いるが、①過去の実績を踏まえた信用コスト等を貸付金利に織り込んでおり、貸
倒損失等については、基本的には貸付金の金利で回収する金利設計となっている
こと、②純資産額は３兆３，０４４億円の資産超過となっており、財務の健全性
に問題はないものと思われることから、債務の償還に格別の懸念はないものと考
える。 

 
２．決算の状況 
 
（１）資産・負債・資本の状況 

○ 資産 
資産総額は８兆２，７２９億円。 
主な科目は貸出金８兆２，５１９億円、現金預け金６，２９６億円、固定資

産５２８億円、貸倒引当金△６，９３５億円である。 
予算との差額が大きな科目は、貸出金（△６兆６１５億円）である。これは、

貸付実績が計画を下回ったことが主な要因である。 
 

○ 負債 
負債総額は４兆９，６８５億円。 
主な科目は借用金４兆５，８３０億円、社債３，３０９億円である。 
予算との差額が大きな科目は、借用金（△５兆２，２３８億円）、社債（△

４，１３３億円）である。これは、貸付実績が計画を下回ったことに伴い調達
が減少したことが主な要因である。 
 
○ 純資産 

４年度に出資金６６３億円を受入れ、これにより４年度末の資本金は３兆９，
８６３億円となった。 

 

 
 
 



 

（２）費用・収益の状況 
○ 費用 

費用総額は１，１５５億円。 
主な内訳は借用金利息３５億円、社債利息７億円、営業経費３００億円、貸倒

引当金繰入額７５１億円である。 
予算との差額が大きな科目は、貸倒引当金繰入額（△１，３２７億円）である。

これは、貸付実績が計画を下回ったこと等から貸倒引当金繰入額が減少したこと
が主な要因である。 

 
○ 収益 

収益総額は６７３億円。 

主な内訳は貸出金利息５４１億円、一般会計より受入１２２億円である。 
予算との差額が大きな科目は、貸出金利息（△９６２億円）である。これは、

貸付実績が計画を下回ったことが主な要因である。 
 

 



 
令和５年８月３１日 

令和６年度の財政投融資計画要求書

（機関名：株式会社日本政策金融公庫（中小企業者向け業務）（証券化支援買取業務）） 

 

１．令和６年度の財政投融資計画要求額

（単位：億円、％）

金額 伸率

(1)財政融資 － － － －

(2)産業投資 － － － －

うち 出　資 － － － －

うち 融　資 － － － －

(3)政府保証 － － － －

うち 国内債 － － － －

うち 外　債 － － － －

うち 外貨借入金 － － － －

－ － － －

対前年度比

合　　　計

区　　分
令和６年度
要   求   額

令和５年度
計   画   額

 

２．財政投融資計画残高 

（単位：億円、％）

金額 伸率

(1)財政融資 － － － －

(2)産業投資 245 245 － 0.0

うち 出　資 245 245 － 0.0

うち 融　資 － － － －

(3)政府保証 － － － －

うち 国内債 － － － －

うち 外　債 － － － －

うち 外貨借入金 － － － －

245 245 － 0.0

対前年度比

合　　　計

区　　分
令和６年度末
残高（見込）

令和５年度末
残高（見込）



３．事業計画及び資金計画 

事業計画 （単位：億円）

700 500 200

（内訳）
700

（284）
500

（208）
200

（76）

令和６年度
要   求   額

令和５年度
計   画   額

増　減

事業計画の合計額

CDS契約
（うち証券化商品の買取）

区　　分

 

 

資金計画 （単位：億円）

284 208 76

－ － －

財政融資 － － －

産業投資 － － －

政府保証 － － －

284 208 76

財投機関債 268 194 74

その他 16 14 2

自己資金等

区　　分
令和６年度
要   求   額

令和５年度
計   画   額

増　減

事業計画実施に必要な資金の合計額

（財源）
財政投融資

 



財 投 機 関 債 に つ い て                    

 （機関名：株式会社日本政策金融公庫（中小企業者向け業務）（証券化支援買取業務）） 

 

１．令和６年度における財投機関債の発行内容 

 

一般担保付の債券（コーポレート型）の財投機関債２６８億円（融資業務におけ

る発行予定額と合計して１，０００億円）の発行を予定。 

 

（参考）令和５年度における財投機関債の発行内容 

一般担保付の債券（コーポレート型）の財投機関債１９４億円（融資業務におけ

る発行予定額と合計して１，０００億円）の発行を予定。 

 

２．要求の考え方 

 

証券化支援買取業務を行ううえで必要となる劣後部分及びメザニン部分の保有
を行うための原資に充当するため、財投機関債の円滑な発行を期する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 年 度 決 算 に 対 す る 評 価 

 （機関名：株式会社日本政策金融公庫（中小企業者向け業務）（証券化支援買取業務）） 

 
１．決算についての総合的な評価 

 
損益計算書においては、４年度は、有価証券利息配当金２億円の計上等により、

経常収益は４億円となった。 
一方、その他の役務費用１億円の計上等により、経常費用は４億円となった。こ

の結果、当期純損失は０億円となった。 

貸借対照表においては、当期末の純資産は、当期純損失０億円の計上等により、
２５１億円となった。 

なお、当期純損失０億円の計上により、剰余金の額が△０億円と零を下回ったた
め、株式会社日本政策金融公庫法第４７条第２項の規定により、準備金△０億円を
取り崩して整理した。 

 

２．決算の状況 
 
（１）資産・負債・資本の状況 

○ 資産 
資産総額は５０６億円。 

主な科目は有価証券４４３億円、現金預け金５７億円である。 
予算との差額が大きな科目は、有価証券（△１８０億円）である。これは、新

規の証券化案件の組成実績が計画を下回ったことが主な要因である。 
 

○ 負債 
負債総額は２５５億円。 
主な科目は社債２５０億円である。 
予算との差額が大きな科目は、社債（△１５８億円）である。これは、新規の

証券化案件の組成実績が計画を下回ったことが主な要因である。 
 

○ 純資産 

新たな出資金の受入は行っておらず、４年度末の資本金は２４４億円である。 
 
（２）費用・収益の状況 

○ 費用 
費用総額は４億円。 
主な内訳はその他の役務費用１億円である。 
予算との差額が大きな科目は、社債利息（△２億円）である。これは、新規の

証券化案件の組成実績が計画を下回ったことが主な要因である。 
 

○ 収益 
収益総額は４億円。 

主な内訳は有価証券利息配当金２億円である。 
予算との差額が大きな科目は、その他の役務収益（△１３億円）である。こ

れは、新規の証券化案件の組成実績が計画を下回ったことが主な要因である。 


